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（ 工作物）の （ 用途の変更）

土地の区画形質又は用途の変更 木竹の伐採
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年 月 日　～　 年 月 日（予定）

・建築物等の外壁の色彩 ： 

     

壁面の位置の制限内に車庫を

設置する⇒構造形態 ： 

内部連絡通路あり

長屋・共同住宅とは見えない意匠とする

第 号 年 月 日

（裏面につづく）

配 置 図 ※↓行為の場所を明示してください。

延べ面積

□

□

受付番号及び年月日

□

□ 新たな造成・人工地盤の場合

□
必要最低限度の変更で協議

前面道路と同じ⇒

工 事 期 間

行
為
の
概
要

届 出 部 分 届 出 以 外 の 部 分

敷地面積

地上

従前建物：

設 計 者

施 工 者

高 さ 地上

□ 建築物・ □ □ □ □

生活利便地区　　　⇒第7～12条

地下 構 造

用途・業種 申請建物：

桜が丘地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書

届
出
者

氏 名

住 所

代 理 者
Fax

行為の種類
□

□ □

行為の場所

□

□

戸建住宅地区Ａ

戸建住宅地区Ｂ

□ 公共公益地区Ａ　　⇒第8～12条

□ 公共公益地区Ｂ　　⇒第8～11条

□新築・ 増築・ 改築・

ゾーン区分

□ □ 近隣商業地区　　　⇒第8，11条

□ 該当しない

第8条　建築物等の色彩の配慮

第9条　屋外広告物の制限

第10条　車庫の構造の制限

第11条　車両の出入口の制限

第12条　2世帯住宅の定義

⇒

□ 該当しない

□
□ 該当しない

⇒

設置する：表示面積の合計

 枚数

□ 2世帯住宅に該当するため協議

□ 角地や隅切りのある敷地に該当する

第7条　地盤高さの制限

□ 変更しない

神戸市西区桜が丘

□ 屋外広告物を設置しない

□

□ （緑道を除く）交点より5ｍ以内に
車両の出入口を設置していない

・屋根等の色彩 ： 

高さ

㎡

枚

m

□ 周囲の環境に調和するよう配慮する

合　　　　計

階 数

地下

建築面積



裏面

※注意事項

１　　付近見取図に明示する事項

　　　方位，道路及び目標となる地形地物

２　　配置図等に明示する事項

①　縮尺，方位，敷地境界線，敷地内における建築物等の位置

届出に係る建築物等と他の建築物等との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

②　壁面等の位置の制限に係る場合は，①に加えて制限線及び関係断面図

※　個人情報保護のため，部屋割り等建築物内部の状況は記載する必要がありません。

付近見取図

配置図等


